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(57)【要約】
　身体組織に縫合糸を適用するための医療用装置として特に有用な装置は、ハンドル及び
シャフトを含む。前記ハンドル及びシャフトは、ハンドルの近位端からシャフトの遠位端
を通って、そしてシャフトの遠位端に担持される一対のジョーを通って延びる一対の溝を
持つように形成されている。前記一対の溝は、交差点まで相互に向かって収束し、そして
相互から発散してシャフトの遠位端で出て行く。前記一対の溝は、穿孔器具がまず前記溝
の一方を通って第一穴を持つように身体を穿孔し、次に前記溝の他方を通って第二穴を持
つように身体を穿孔することを可能とするような寸法を有し、かくして二つの穴は、予め
定められた距離で相互から正確に間隔をおかれた入口端、及びより大きい予め定められた
距離で相互から正確に間隔をおかれた出口端を有する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一及び第二穴を持つように身体を穿孔するのに使用するための装置であって、前記第
一及び第二穴が、予め定められた距離で相互から正確に間隔をおかれた身体への入口端、
及び入口端の距離より大きい予め定められた距離で相互から正確に間隔をおかれた身体か
らの出口端を有し、前記装置が、
　使用者によって手でつかまれるための近位端、及び遠位端を有するハンドル；
　前記ハンドルの遠位端に接続された近位端、及び穿孔される身体の一方の側に係合する
ための第一ジョーを規定する遠位端を有するシャフト；及び
　穿孔される身体の反対側に係合するための及び二つのジョーの間に身体を締付けるため
の前記第一ジョーの方に移動可能な第二ジョーを含むものにおいて、前記ハンドル及びシ
ャフトは、ハンドルの近位端からシャフトの遠位端を通って延びる一対の溝を持つように
形成されていること；前記一対の溝は、交差点まで相互に向かって収束し、そして相互か
ら発散してシャフトの遠位端で出て行くこと；前記一対の溝は、身体がジョーの間に締付
けられているときに穿孔器具がまず前記溝の一方を通って前記第一穴を持つように身体を
穿孔し、次に前記溝の他方を通って前記第二穴を持つように身体を穿孔することを可能と
するような寸法を有し、前記第二穴は、二つの穴の入口端で前記予め定められた距離でか
つ二つの穴の出口端で前記予め定められた大きな距離で前記第一穴から間隔をおかれてい
ることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記ハンドルの近位端は、前記第二ジョーを前記第一ジョーの方に及び前記第一ジョー
から離れるように移動させるための前記第二ジョーに結合された指片を含むことを特徴と
する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記指片は、前記ハンドルに沿って滑るように移動可能であり、かつ前記ハンドルに形
成された軸方向のスリットを介して前記第二ジョーに結合されていることを特徴とする請
求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ハンドルは、その遠位端にねじを切られた部分をさらに含み、この部分は、指片を
その移動された位置に保持するためのナットをねじ込まれて受け入れることを特徴とする
請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第二ジョーは、前記シャフト及びハンドルに対して軸方向に移動可能な細長い部材
のフック形端の形状であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記ハンドルを通る前記溝は、スロットによって相互接続されていることを特徴とする
請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記装置は、身体組織の穿孔に使用するための医療用装置であり、前記一対の溝は、こ
れらの溝を通して医療用穿孔器具を案内するような寸法を有することを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項８】
　前記一対の溝は、それを通してまずドリル、トロカール、ワイヤー、又は針を案内し、
次に縫合糸を案内するような寸法を有することを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第一及び第二ジョーは、縫合糸を受け入れるために前記第一及び第二穴を持つよう
に骨組織を穿孔するために前記第一ジョーと前記第二ジョーの間に骨組織をつかむような
寸法を有することを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第一及び第二ジョーは、縫合糸を受け入れるために前記第一及び第二穴を持つよう
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に軟骨、筋肉、腱、又は靭帯を穿孔するために前記第一ジョーと前記第二ジョーの間に軟
骨、筋肉、腱、又は靭帯をつかむような寸法を有することを特徴とする請求項７に記載の
装置。
【請求項１１】
　第一及び第二穴を持つように身体組織を穿孔するのに使用するための医療用装置であっ
て、前記第一及び第二穴が、予め定められた距離で相互から正確に間隔をおかれた身体組
織への入口端、及び入口端の距離より大きい予め定められた距離で相互から正確に間隔を
おかれた身体組織からの出口端を有し、前記装置が、
　使用者によって手でつかまれるための近位端、及び遠位端を有するハンドル；
　前記ハンドルの遠位端に接続された近位端、及び穿孔される身体組織の一方の側に係合
するための第一ジョーを規定する遠位端を有するシャフト；及び
　穿孔される身体組織の反対側に係合するための及び二つのジョーの間に身体組織を締付
けるための前記第一ジョーの方に移動可能な第二ジョーを含むものにおいて、前記ハンド
ル及びシャフトは、ハンドルの近位端からシャフトの遠位端を通って延びる一対の溝を持
つように形成されていること；前記一対の溝は、交差点まで相互に向かって収束し、そし
て相互から発散してシャフトの遠位端で出て行くこと；前記一対の溝は、身体組織がジョ
ーの間に締付けられているときに医療用穿孔器具がまず前記溝の一方を通って前記第一穴
を持つように身体組織を穿孔し、次に前記溝の他方を通って前記第二穴を持つように身体
組織を穿孔することを可能とするような寸法を有し、前記第二穴は、二つの穴の入口端で
前記予め定められた距離でかつ二つの穴の出口端で前記予め定められた大きな距離で前記
第一穴から間隔をおかれていることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記ハンドルの近位端は、前記第二ジョーを前記第一ジョーの方に及び前記第一ジョー
から離れるように移動させるための前記第二ジョーに結合された指片を含むことを特徴と
する請求項１１に記載の医療用装置。
【請求項１３】
　前記指片は、前記ハンドルに沿って滑るように移動可能であり、かつ前記ハンドルに形
成された軸方向のスリットを介して前記第二ジョーに結合されていることを特徴とする請
求項１２に記載の医療用装置。
【請求項１４】
　前記ハンドルは、その遠位端にねじを切られた部分をさらに含み、この部分は、指片を
その移動された位置に保持するためのナットをねじ込まれて受け入れることを特徴とする
請求項１３に記載の医療用装置。
【請求項１５】
　前記第二ジョーは、前記シャフト及びハンドルに対して軸方向に移動可能な細長い部材
のフック形端の形状であることを特徴とする請求項１１に記載の医療用装置。
【請求項１６】
　前記ハンドルを通る前記溝は、スロットによって相互接続されていることを特徴とする
請求項１１に記載の医療用装置。
【請求項１７】
　以下のことを含む、身体組織に縫合糸を適用する方法：
　請求項１１に記載の医療用装置を利用してこの装置の第一ジョーと第二ジョーの間に身
体組織をつかむこと；
　医療用穿孔器具を前記溝の一方に通し、次に前記溝の他方に通して、前記第一及び第二
穴を持つように身体組織を穿孔すること；
　そして次に縫合糸を前記第一溝に通し、前記第一ジョーに通し、身体組織中の前記第一
穴に通し、前記第一穴の出口端から出し、前記第二穴の出口端中へ戻し、そして次に前記
第二穴に通し、前記第二ジョーに通し、そして前記第二溝に通すこと。
【請求項１８】
　前記身体組織が骨であることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記身体組織が軟骨、筋肉、腱、又は靭帯であることを特徴とする請求項１７に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二つの穴を持つように身体を穿孔するのに使用する装置に関する。前記二つ
の穴は、予め定められた距離で相互から正確に間隔をおかれた入口端、及び入口端の距離
より大きい予め定められた距離で相互から正確に間隔をおかれた出口端を有する。本発明
は、二つの穴を持つように骨や他の組織の如き身体組織を穿孔するための及び身体組織に
縫合糸を適用するための医療用装置として特に有用である。従って、本発明は、かかる用
途に関して以下記述される。
【背景技術】
【０００２】
　身体組織に縫合糸を適用するために二つの正確に間隔をおかれた穴を持つように骨の如
き身体組織を穿孔することを必要とする多くの医療手順がある。これは、内視鏡や関節鏡
手順の如き最小侵襲手術手順では特に真実である。そこでは、かかる手術手順において外
科医に与えられる限定されたアクセスのため、かかる二つの正確な穴の製造は特に困難で
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、穿孔された身体組織への縫合糸の適用を必要とする内視鏡又は顕微鏡
手術手順において特に有用な、二つの穴を持つように身体を穿孔するのに使用するための
装置を提供することである。本発明の別の目的は、二つの正確に間隔をおかれた穴を持つ
ように身体組織を穿孔する方法、及びこれらの穴を通して縫合糸を適用する方法を提供す
ることである。
【０００４】
　本発明の一つの側面によれば、第一及び第二穴を持つように身体を穿孔するのに使用す
るための装置であって、前記第一及び第二穴が、予め定められた距離で相互から正確に間
隔をおかれた身体への入口端、及び入口端の距離より大きい予め定められた距離で相互か
ら正確に間隔をおかれた身体からの出口端を有し、前記装置が、
　使用者によって手でつかまれるための近位端、及び遠位端を有するハンドル；
　前記ハンドルの遠位端に接続された近位端、及び穿孔される身体の一方の側に係合する
ための第一ジョーを規定する遠位端を有するシャフト；及び
　穿孔される身体の反対側に係合するための及び二つのジョーの間に身体を締付けるため
の前記第一ジョーの方に移動可能な第二ジョーを含むものにおいて、前記ハンドル及びシ
ャフトは、ハンドルの近位端からシャフトの遠位端を通って延びる一対の溝を持つように
形成されていること；前記一対の溝は、交差点まで相互に向かって収束し、そして相互か
ら発散してシャフトの遠位端で出て行くこと；前記一対の溝は、身体がジョーの間に締付
けられているときに穿孔器具がまず前記溝の一方を通って前記第一穴を持つように身体を
穿孔し、次に前記溝の他方を通って前記第二穴をもつように身体を穿孔することを可能と
するような寸法を有し、前記第二穴は、二つの穴の入口端で前記予め定められた距離でか
つ二つの穴の出口端で前記予め定められた大きな距離で前記第一穴から間隔をおかれてい
ることを特徴とする装置が提供される。
【０００５】
　上述の通り、本発明は、身体組織を穿孔するための医療用装置において特に有用であり
、その場合、一対の溝は、それを通してまずドリル、トロカール、ワイヤー、又は針の如
き医療用穿孔装置を案内し、次に縫合糸を案内するような寸法を有するであろう。
【０００６】
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　本発明の別の側面によれば、以下のことを含む、身体組織に縫合糸を適用する方法が提
供される：上述の医療用装置を利用してこの装置の第一ジョーと第二ジョーの間に身体組
織をつかむこと；
　医療用穿孔器具を前記溝の一方に通し、次に前記溝の他方に通して、前記第一及び第二
穴を持つように身体組織を穿孔すること；そして次に縫合糸を前記第一溝に通し、前記第
一ジョーに通し、身体組織中の前記第一穴に通し、前記第一穴の出口端から出し、前記第
二穴の出口端中へ戻し、そして次に前記第二穴に通し、前記第二ジョーに通し、そして前
記第二溝に通すこと。
【０００７】
　以下、一層詳細に記述されるように、かかる医療用装置及び方法は、内視鏡又は関節鏡
手順の如き最小侵襲手術手順において特に有用である。
【０００８】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、以下の記述から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明は、添付の図面を参照して、例示のためのみに以下記述される。
【図１】図１は、本発明に従って構築された医療用装置の一形態を示す側面図である。
【図２】図２は、図１の医療用装置の上面図である。
【図３】図３は、図１及び２の医療用装置の長手方向の断面図である。
【図４】図４は、図１～３の医療用装置の、近位端からの端面図である。
【図５】図５は、図１～４の医療用装置の遠位端を示す部分拡大図であり、正確に間隔を
おかれた穴が身体組織、この場合は骨組織に形成される態様を特に示す。
【図６】図６ａは、図５の遠位先端のさらなる拡大図である。図６ｂは、図６ａの端面図
である。
【図７】図７は、骨、軟骨、筋肉、又は靭帯組織の如き身体組織に縫合糸を適用するため
の図１～５の装置を使用する態様を示すフローチャートである。
【００１０】
　前述の図面および以下の記載は、主に本発明の概念的側面および好ましい実施形態と現
在考えられているものを含むその可能な実施形態の理解を容易にする目的のために与えら
れることが理解されなければならない。明解さおよび簡潔さのため、当業者が通常の技術
および設計を使用して記載された発明を理解し実践できるために必要である以上の多くの
詳細を与える試みはなされていない。さらに、記載された実施形態が例示だけを目的とす
ること、そして本発明がここに記載された以外の他の形態および用途で具体化されうるこ
とは理解されなければならない。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上述の通り、本発明は、身体組織に縫合糸を適用するために二つの正確に間隔をおかれ
た穴を持つように身体組織を穿孔するための医療用装置として特に有用である。装置のか
かる使用において、二つの穴の入口端は、予め定められた距離で相互から正確に間隔をお
かれていなければならず、二つの穴の身体からの出口端は、入口端の距離より大きい予め
定められた距離で相互から正確に間隔をおかれていなければならず、縫合糸が一方の穴の
入口端を通って、一方の穴の出口端を出て、他方の穴の出口端に戻り、そして他方の穴の
入口端に戻るように通過するとき、縫合糸に大きな表面接触面積を与える。従って、図面
は、かかる医療手順に特に有用な医療用装置を示すが、本発明が、例えばワイヤーなどを
受け入れるために、相互から正確に間隔をおかれた二つの穴の形成を必要とする非医療用
用途にも使用されることができることは理解されるであろう。
【００１２】
図示された医療用装置の構造
　図１～５に示されるように、図示された医療用装置は、使用者によって手でつかまれる
ための近位端２ａ、及び遠位端２ｂを有するハンドル２；及びハンドル２の遠位端２ｂに
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接続された近位端３ａ、及び遠位端３ｂを有するシャフト３を含む。遠位端３ｂは、図５
で骨Ｂとして示される穿孔される身体の一方の側に係合するための第一ジョーを規定する
。
【００１３】
　図示された医療用装置は、シャフト３及びハンドル２に対して軸方向に移動可能な、剛
い棒又はストリップの如き細長い部材４をさらに含む。細長い部材４は、ハンドル２内に
位置された近位端４ａ、及び遠位端４ｂを有する。遠位端４ｂは、フック構造を持つよう
に形成されており、シャフト３の遠位端３ｂに固定されたジョーと協働して以下に詳述す
るように穿孔されるべき身体部分をつかむことができる移動可能なジョーを規定する。
【００１４】
　細長い部材４の近位端は、ジョー４ｂを、固定されたジョー３ｂの方に及びジョー３ｂ
から離れるように移動させるために、ハンドル２のスロット２ｃ内で移動可能な指片５に
結合されている。ハンドル２の遠位端２ｂは、ナット６をねじ込まれて受け入れるために
外部ねじ山を持つように形成されている。ナット６は、指片５に係合してそれをその位置
で保持するために回転されることができる。
【００１５】
　図３，４に特に示されるように、ハンドル２及びシャフト３は、ハンドル２の近位端２
ａからシャフト３の遠位端３ｂを通って延びる一対の溝７，８を持つように形成されてい
る。二つの溝７，８は、ハンドルの遠位端２ｂで相互に向かって収束し、シャフト３の中
間部で交差点９で相互に交差し、そしてシャフト３の遠位端３ｂでそれらの出口端で相互
から発散するように、ハンドル及びシャフトの長手軸に対して小さい角度を付けられてい
る。
【００１６】
　以下により詳細に記述されるように、溝７，８は、ドリル、トロカール、ワイヤー、又
は針の如き医療用穿孔器具を案内して、シャフト３の遠位端の固定されたジョー３ｂと細
長い部材４の移動可能なジョー４ｂとの間につかまれた身体組織を、二つの正確に位置さ
れた穴を持つように穿孔するために使用される。従って、図５及び６ａに示されるように
、関与する組織は、骨Ｂであり、二つの穴Ｂ１，Ｂ２によって穿孔される。これらの穴は
、入口端が相互から予め定められた距離で間隔をおかれ、出口端が相互から予め定められ
た大きな距離で間隔をおかれるように、穴の入口端（図５の右端）から出口端（図５の左
端）まで相互から発散する。後者の間隔は、縫合糸が穴を通るためのより良好な支持を提
供するのに特に重要である。
【００１７】
　二つの穴の間隔は、ハンドル２及びシャフト３を通る二つの溝７，８の角度及び寸法を
適切に設計することによって、いかなる特別な用途のためにも望み通りに正確に決定され
ることができることは理解されるであろう。
【００１８】
　以下にさらに記述されるように、二つの溝７，８は、身体組織を通る正確に間隔をおか
れた穴を製造するためだけでなく、穴を通して縫合糸を適用する（まず、溝の一方に通し
て、そして次に溝の他方に通して戻す）ためにも使用される。縫合糸の適用を容易にする
ため、二つの溝は、図４の１０で示されるスリットによって相互接続されていることが好
ましい。
【００１９】
記述された装置の使用方法
　身体組織（Ｂ）を通して二つの正確に間隔をおかれた穴Ｂ１，Ｂ２（図５）を製造する
ために、及びかくして製造された穴を通して縫合糸を適用するために図１～５の装置を使
用する方法が、図７のフローチャートを特に参照して記述される。
【００２０】
　従って、図７のフローチャートに示されるように、装置の移動可能なジョー４ｂは、ナ
ット６をハンドル２の遠位端の方にねじ込んで指片５をハンドル２のスロット２ｃの遠位
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方向に移動させて指片を適所に保持することによって、図２及び３に示されるようにその
開放位置に移動される（ブロック１１、図７）。
【００２１】
　次に、装置は、穿孔されるべき身体組織、例えば図５の骨Ｂに適用され（ブロック１２
）；そして次に、ジョー４ｂが、ハンドル２の近位端の方にナット６をねじ込んで指片５
をナットに対して移動させることによって閉鎖され、骨Ｂが二つのジョーの間につかまれ
る（ブロック１３）。
【００２２】
　次に、ハンドル２を通る溝７が、医療用穿孔器具（例えばドリル、トロカール、ワイヤ
ー、又は針）を案内して、図５の第一穴Ｂ１を持つように身体組織（例えば骨Ｂ）を穿孔
するために使用され（ブロック１４）；次に、溝８が、穿孔器具を案内して、第二穴Ｂ２

を持つように身体組織を穿孔するために同様の態様で使用される（ブロック１５）。
【００２３】
　次に、縫合糸（図示せず）が、溝７を介して、穴Ｂ１を通って、穴Ｂ１の出口（左）端
を通って、そして次に穴Ｂ２の出口端を通って、そして最後に溝８を通ってハンドル２の
近位端まで戻り（ブロック１６）、かくして縫合糸の二つの端は、結ぶために外科医にと
ってアクセス可能になる。
【００２４】
　縫合糸に溝７を介して身体組織を通過させ、溝８を介して身体組織から縫合糸を引き出
すために、縫合糸リーダー、縫合糸操作具、シャトル、又は他の縫合器具の如き様々な公
知の手順を使用することができる。上述の通り、二つの溝を相互接続するスロット９は、
前述の縫合糸の動きを容易にする。
【００２５】
　本発明は、一つの好ましい実施態様に関して記述されてきたが、これは例示の目的のた
めに規定されたにすぎず、多くの変形がなされることができることは理解されるであろう
。例えば、シャフト３は、穴をドリルするときに作り出された鋭い縁及び焼け跡をきれい
にするために又は、装置が再使用されるべきであるときに残骸を除去するために穴と連通
する通気管又は四角形の切り込みを持つように形成されてもよい。使い捨ての単回使用の
装置（例えばプラスチック製のもの）は、このような通気管を必要としないであろう。
【００２６】
　本発明の多くの他の変形、改変及び応用は、当業者にとっては明らかであるだろう。
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